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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒形状の筐体ケースと、
　上記筐体ケースの表面の所定部分に設けられた操作手段と、
　上記操作手段が操作されたときに当該操作手段と係合して操作信号を出力するための信
号出力素子が配置され、当該信号出力素子が上記操作手段と対向して当該操作手段が操作
されたときに係合するように、上記筐体ケース内に設けられた素子配置部材と、
　上記信号出力素子から出力される上記操作信号に基づいて所定の制御を行う制御素子が
配置され、上記素子配置部材よりも上記筐体ケースの中心側に位置して上記素子配置部材
が積層されるように上記筐体ケース内に設けられた回路基板と
　を具える電子機器。
【請求項２】
　上記筐体ケース内に、上記素子配置部材に接して設けられた表示手段
　を具える請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　上記素子配置部材は、上記表示手段に対応する開口部が設けられ、
　上記表示手段は、上記素子配置部材の上記開口部と対向して、当該素子配置部材の上記
信号出力素子が配置された一面の裏となる他面側に設けられた
　請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
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　上記筐体ケースの端面に設けられた他の操作手段と、
　上記他の操作手段が操作されたときに当該他の操作手段と係合して操作信号を出力する
ための他の信号出力素子が配置され、上記素子配置部材と上記回路基板との間に介在する
ように上記筐体ケース内に設けられた他の回路基板と
　を具える請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　上記筐体ケースの表面に対して、上記素子配置部材の上記他面側の所定部分にスライド
自在に設けられたスライドスイッチと、
　上記スライドスイッチが操作されたときに当該スライドスイッチと係合して操作信号を
出力するためのスイッチ回路素子が配置され、上記スイッチ回路素子が上記スライドスイ
ッチと対向して当該スライドスイッチが操作されたときに係合するように、上記筐体ケー
ス内に設けられたスイッチ回路基板と
　を具える請求項４に記載の電子機器。
【請求項６】
　上記素子配置部材は、金属板の両端部がそれぞれ折り曲げられて形成され、当該折り曲
げられた上記両端部の間の平板部分に上記信号出力素子が配置された
　請求項５に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は電子機器に関し、例えば音楽データを再生し得る携帯型のディジタル再生装置に
適用して好適なものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯型のディジタル再生装置として、半導体メモリを音楽データの記憶手段として
用いるものが提案されており、当該半導体メモリから音楽データを再生して得られる音楽
を楽しむようになされている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところでかかるディジタル再生装置においては、携帯性を向上させるために、さらなる小
型化が望まれている。
【０００４】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、一段と小型化し得る電子機器を提案しよう
とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため本発明においては、円筒形状の筐体ケースと、筐体ケースの
表面の所定部分に設けられた操作手段と、操作手段が操作されたときに当該操作手段と係
合して操作信号を出力するための信号出力素子が配置され、当該信号出力素子が操作手段
と対向して当該操作手段が操作されたときに係合するように、筐体ケース内に設けられた
素子配置部材と、信号出力素子から出力される操作信号に基づいて所定の制御を行う制御
素子が配置され、素子配置部材よりも筐体ケースの中心側に位置して素子配置部材が積層
されるように筐体ケース内に設けられた回路基板とを設けるようにした。
【０００６】
従って、筐体ケースの形状を損なうことなく、回路基板を容易に収納することができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【０００８】
（１）電子音楽配信サービスの利用形態
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近年、インターネットによるコンピュータネットワークを用いてディジタル音楽コンテン
ツを配信するＥＭＤ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｍｕｓｉｃ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ）と呼
ばれる電子音楽配信サービスが提案されている。
【０００９】
図１に示すように、この種の電子音楽配信サービスにおいては、コンテンツの供給を行う
ＥＭＤサーバ１からインターネット２を介して家庭内のパーソナルコンピュータ（以下、
これをコンピュータ装置と呼ぶ）３へディジタル音楽コンテンツＣ１を配信する。
【００１０】
コンピュータ装置３では、ＥＭＤサーバ１から配信されたディジタル音楽コンテンツＣ１
を内部のハードディスクにダウンロードし、これをユーザの操作に応じて再生することに
より、ユーザが何時でも音楽を楽しめるようになされている。
【００１１】
このような電子音楽配信サービスでは、ＥＭＤサーバ１からコンピュータ装置３へダウン
ロードしたディジタル音楽コンテンツＣ１をあたかもＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）
のように何時でも又何回でも再生し得る「買取」と呼ばれる購入方法が存在する一方で、
料金設定を安くしたサービスとして再生可能期間や再生可能回数の再生制限を設けた「再
生制限付」と呼ばれる新たな購入方法が存在する。
【００１２】
従ってユーザは、ＥＭＤサーバ１からディジタル音楽コンテンツＣ１を「再生制限付」で
購入した場合、当該購入したディジタル音楽コンテンツＣ１をコンピュータ装置３によっ
て再生可能期間又は再生可能回数の範囲内で再生することができる。
【００１３】
またコンピュータ装置３は、不揮発性の半導体フラッシュメモリを記憶手段として内蔵し
た携帯型のディジタル再生装置４とＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ
）ケーブルを介して接続し得るようになされており、これによりディジタル音楽コンテン
ツＣ１をディジタルデータのままディジタル再生装置４の半導体フラッシュメモリにアッ
プロードし得るようになされている。
【００１４】
これによりユーザは、コンピュータ装置３のみならずディジタル再生装置４によっても「
再生制限付」のディジタル音楽コンテンツＣ１を再生可能期間又は再生可能回数の範囲内
で再生することができ、かくして高音質な音楽をヘッドフォン５を介して屋外でも気軽に
楽しめるようになされている。
【００１５】
実際上、図２（Ａ）に示すように、ＥＭＤサーバ１からコンピュータ装置３にダウンロー
ドされた「再生制限付」のディジタル音楽コンテンツＣ１は、ヘッダＨ１と音楽データＤ
１とが一体となって構成され、当該ヘッダＨ１には再生可能期間、再生可能回数及び実際
に再生した回数（以下、これを実再生回数と呼ぶ）等の再生制限に関する種々の情報が格
納されている。
【００１６】
次に図２（Ｂ）に示すように、コンピュータ装置３は、ディジタル音楽コンテンツＣ１を
ディジタルデータのままディジタル再生装置４の半導体フラッシュメモリにアップロード
する。
【００１７】
ディジタル再生装置４は、ユーザの再生操作に応じて再生処理を実行する際、必ずヘッダ
Ｈ１の再生制限情報を読み取った後に音楽データＤ１を再生するようになされており、こ
れによりヘッダＨ１で管理される再生制限情報を有効に活用し、不正な再生処理を防止し
ている。
【００１８】
ところで本実施の形態におけるディジタル再生装置４においては、ＲＴＣ回路を搭載して
おらず、このままでは時計機能によって再生可能期間を管理し得ないことから、ヘッダＨ
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１の再生制限情報を読み出した場合でも、再生可能期間の範囲内であるか否かを判定し得
ず、ディジタル音楽コンテンツＣ１を無制限に再生されることが考えられる。
【００１９】
このようなことを防止するため、ディジタル再生装置４は例え再生可能期間の範囲内であ
っても、ヘッダＨ１の再生制限情報によって規定された「再生可能回数（例えば２回）」
の範囲内でのみ再生処理することを許可し、実際に再生したときに更新される「実再生回
数」が「再生可能回数」に達したときには、再生処理を制限するようなプロテクトをかけ
るようになされている。
【００２０】
但し図２（Ｃ）に示すようにディジタル再生装置４は、このままでは再生可能期間の範囲
内であるにも係わらず２回だけしか再生し得ないことになるので、再度コンピュータ装置
３と接続して当該コンピュータ装置３に内蔵されたＲＴＣ回路３Ａから現在の時刻情報Ｔ
１の供給を受け、当該時刻情報Ｔ１に基づいて再生可能期間の範囲内であるか否かを判定
し、再生可能期間の範囲内であると認識したときには、ヘッダＨ１の「実再生回数」を「
０」に書き換えるようになされている。
【００２１】
これによりディジタル再生装置４は、再生可能期間の範囲内であるときにはヘッダＨ１の
再生制限情報によって規定された「再生可能回数（例えば２回）」の制限を繰り返し利用
して上述の再生処理を何度でも実行し得るようになされている。
【００２２】
またディジタル再生装置４は、時刻情報Ｔ１に基づいて再生可能期間が終了していると認
識したときには、ヘッダＨ１の「再生回数」を「０」に書き換えることなく再生処理を実
行しないようにしている。
【００２３】
このようにディジタル再生装置４は、上述のような「再生可能回数」までの再生処理及び
コンピュータ装置３と接続したことによる再生可能期間のチェックを繰り返すことにより
、再生可能期間の範囲内であれば「再生可能回数（２回）」までの再生処理を何度でも繰
り返し実行し得ると共に、再生可能期間が終了したときには再生処理を制限し得るように
なされている。
【００２４】
これに対してディジタル再生装置４は、再生可能回数の再生制限だけが付加されたディジ
タル音楽コンテンツＣ１の場合には、その再生可能回数の範囲内で再生処理を実行し、再
生可能回数分を再生したときには、それ以降の再生処理を実行しないようになされている
。
【００２５】
（２）ディジタル再生装置の全体構成
（２－１）ディジタル再生装置の構造
図３に示すように、ディジタル再生装置４においては、ほぼ円筒形状でなる筐体ケース１
０を有し、当該筐体ケース１０の周側面に各種操作スイッチや操作ボタン及び表示部用の
表示窓１１等が設けられている。
【００２６】
ここで、ディジタル再生装置４の表示窓１１が設けられた側を正面とした場合、筐体ケー
ス１０を軸中心に４５度ずつ回転したときのそれぞれの周側面について図４（Ａ）～（Ｄ
）を用いて説明する。
【００２７】
図４（Ａ）に示すように、筐体ケース１０の左側面には、当該筐体ケース１０の長手方向
（以下、これをケース長手方向と呼ぶ）の一端側に音量の上限を固定するための音量上限
固定スイッチ１２がスライド自在に設けられると共に、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓ
ｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）コネクタが収納された孔部（図示せず）を開閉するようにプラスチ
ック製のＵＳＢコネクタカバー１３が設けられている。
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【００２８】
実際にＵＳＢコネクタカバー１３は、ＵＳＢコネクタの未使用時に孔部を閉塞して筐体ケ
ース１０と一体化されることにより当該ＵＳＢコネクタを保護し、ＵＳＢコネクタの使用
時には孔部を開放することにより当該ＵＳＢコネクタをＵＳＢケーブル（図示せず）を介
してコンピュータ装置３に接続させ得るようになされている。
【００２９】
また図４（Ｂ）に示すように、筐体ケース１０の正面には、そのほぼ中央部から一端にか
けて音量アップボタン１４、音量ダウンボタン１５、早送りボタン１６、早戻しボタン１
７、表示窓１１及びシフトボタン１８が順次設けられている。また筐体ケース１０の一端
面には、再生命令及び停止命令を入力し得る再生／停止ボタン１９が設けられている。
【００３０】
そして筐体ケース１０の正面においては、表示窓１１の下部に設けられた表示部（図示せ
ず）が各種操作に応じた表示を行うことにより、その表示内容を表示窓１１を介して提示
させることができるようになされている。
【００３１】
因みに、シフトボタン１８は、これが押下されたままの状態で早送りボタン１６が押下さ
れると、当該早送りボタン１６と共に再生モードを切り換えるための操作ボタンとして機
能する。またシフトボタン１８は、これが押下されたままの状態で早戻しボタン１７が押
下されると、当該早戻しボタン１７と共に音質モードを切り換えるための操作ボタンとし
ても機能する。
【００３２】
さらに図４（Ｃ）に示すように、筐体ケース１０の右側面には、その一端側にホールドス
イッチ２０がスライド自在に設けられ、当該ホールドスイッチ２０を例えば筐体ケース１
０の一端側にスライドさせることにより各種操作ボタンの入力を無効にし、この状態を維
持し得るようになされている。
【００３３】
これに加えて図４（Ｄ）に示すように、筐体ケース１０の背面には、その他端側に単３サ
イズの駆動用乾電池２１を装填し得る乾電池収納部２２が設けられると共に、当該乾電池
収納部２２を閉塞する蓋部２３が着脱自在に取り付けられている。
【００３４】
これにより乾電池収納部２２においては、蓋部２３が取り外されると、内部に駆動用乾電
池２１を装填し、又は当該内部から駆動用乾電池２１を取り出すことができ、また内部に
駆動用乾電池２１が装填された状態で蓋部２３が取り付けられると、当該蓋部２３によっ
て駆動用乾電池２１を脱落することを防止して保持し得るようになされている。
【００３５】
また筐体ケース１０の背面には、その一端側にヘッドホンジャック２４を保持するジャッ
ク保持部２５と、当該筐体ケース１０を上着の胸ポケット等に取り付けるためのクリップ
部２６とがケース長手方向に沿って並設されると共に、当該ジャック保持部２５とクリッ
プ部２６との隣接部分で、かつディジタル再生装置４の重心からずれた所定位置に環状の
ストラップ金具２７が設けられている。
【００３６】
このストラップ金具２７は、筐体ケース１０の背面に対してジャック保持部２５に接する
姿勢からクリップ部２６に接する姿勢までのほぼ１８０度の範囲内で自在に回動し得るよ
うになされており、当該ストラップ金具２７を起こすことにより各種ストラップを容易に
取り付け、又は取り外すことができるようになされている。
【００３７】
ここでディジタル再生装置４においては、ハードディスクドライブ等のように機械的な記
録再生機構を有する記録再生装置とは異なり、図１について上述したように、内部の半導
体フラッシュメモリに対してディジタル音楽コンテンツＣ１を記録再生することにより、
振動が加えられるような環境下でも、音飛び等を生じさせることなくディジタル音楽コン
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テンツＣ１の音楽データＤ１を再生し得るようになされている。
【００３８】
このため、かかるディジタル再生装置４においては、図５に示すように、通常、ヘッドホ
ンコード２８に設けられたプラグ２９をヘッドホンジャック２４に差し込むことにより、
半導体フラッシュメモリから音楽データＤ１を再生して得られた音楽をヘッドホン５を介
して聴くことができるようになされているものの、このときストラップ金具２７に帯状の
首掛け用のストラップ３１を取り付けることにより首からぶら下げた状態で使用し得るよ
うになされている。
【００３９】
ところでディジタル再生装置４は、駆動用乾電池２１を除くと２５〔ｇ〕程度の重量を有
し、当該ディジタル再生装置４を構成する各種部品のほとんどがケース長手方向の一端側
に設けられている。またディジタル再生装置４は、例えば２３〔ｇ〕程度の重量を有する
駆動用乾電池２１がケース長手方向の他端側に設けられた乾電池収納部２２内に装填され
るため、当該駆動用乾電池２１が装填されたときには重心がケース長手方向のほぼ中央部
となる。
【００４０】
そしてディジタル再生装置４においては、図６に示すように、首掛け用のストラップ３１
が用いられて首からぶら下げられた場合、支点となるストラップ金具２７の取付け位置が
重心よりもケース長手方向に沿った一端側の所定位置にあるため、筐体ケース１０の他端
側がほぼ鉛直下方向を向き、その分、筐体ケース１０の一端面に設けられた再生／停止ボ
タン１９がほぼ鉛直上方向を向くような姿勢を維持するようになされている。
【００４１】
これによりディジタル再生装置４においては、首からぶら下げられた場合、ユーザが筐体
ケース１０の周側面を握持するだけで、親指を再生／停止ボタン１９に容易に触れさせて
操作し得るようになされている。
【００４２】
因みにディジタル再生装置４においては、図５からも明らかなように、首掛け用のストラ
ップ３１にヘッドホンコード２８を保持する所定のコード保持部３２が設けられており、
当該首掛け用のストラップ３１を用いて首からぶら下げて使用するとき、ヘッドホンコー
ド２８の引回しが煩雑になることを防止し得るようになされている。
【００４３】
またディジタル再生装置４においては、図７に示すように、ジャック保持部２５が楔状に
形成され、ヘッドホンジャック２４がその円筒状のプラグ差込み孔の軸をケース長手方向
に対して傾斜させるようにしてジャック保持部２５に保持されている。
【００４４】
従ってディジタル再生装置４においては、プラグ２９を筐体ケース１０の一端側からケー
ス長手方向に対して傾斜させてヘッドホンジャック２４に差し込むことができ、これによ
りプラグ２９とヘッドホンコード２８との接続部分を再生／停止ボタン１９から比較的遠
ざけ、かくしてプラグ２９とヘッドホンコード２８との接続部分により再生／停止ボタン
１９の操作性が損なわれることを防止し得るようになされている。
【００４５】
これに加えて、ディジタル再生装置４においては、図８に示すように、板状でなるクリッ
プ部２６の一端側がジャック保持部２５に埋設された支軸（図示せず）に枢支され、当該
クリップ部２６の他端側を筐体ケース１０の背面に対して所定角度範囲内で回動させるよ
うになされている。
【００４６】
これによりディジタル再生装置４においては、上着の胸ポケット３３を筐体ケース１０の
他端側からその背面とクリップ部２６との間に挟み込むようにして、当該胸ポケット３３
に取り付けることができる。
【００４７】
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そしてディジタル再生装置４においては、このように胸ポケット３３に取り付けられた場
合にも、再生／停止ボタン１９を胸ポケット３３から出した姿勢を維持し、かくして再生
／停止ボタン１９の操作性が損なわれることを防止し得るようになされている。
【００４８】
ここで、筐体ケース１０においては、図９に示すように、正面側の一端から他端までを構
成する正面側ケース３５と、背面の一端側を構成する背面側ケース３６と、当該背面の他
端側を構成する蓋部２３と、再生／停止ボタン１９を保持するボタン保持部３７とから構
築されている。
【００４９】
正面側ケース３５、背面側ケース３６、蓋部２３及びボタン保持部３７は、それぞれＰＣ
（Ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ）樹脂と、ＡＢＳ（Ａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ　Ｂｕｔ
ａｄｉｅｎｅ　Ｓｔｙｒｅｎｅ）樹脂とを所定の割合で混合してなる合成樹脂によって成
形されている。
【００５０】
そして正面側ケース３５は、その単一部材により図４（Ｄ）について上述した乾電池収納
部２２を他端側に形成している。また正面側ケース３５の一端側と、背面側ケース３６と
の間に形成される収納空間には、表示部保護部材４０と、表示部４１と、サブ回路基板４
２と、メイン回路基板４３と、スイッチ回路基板４４とが順次積層されて収納されている
。因みに、スイッチ回路基板４４は、音量上限固定スイッチ１２及びホールドスイッチ２
０用のスイッチ回路素子４４Ａ及び４４Ｂが実装されたフレキシブル基板でなり、背面側
ケース３６の内部に固定されている。
【００５１】
実際上、乾電池収納部２２においては、図１０（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、駆動用乾
電池２１の外径に応じた内径を有する円筒形状の収納空間を有し、ケース長手方向に沿っ
た一端には、導電性の金属線によりコイル状に形成された負極端子４５が配置され、当該
ケース長手方向に沿った他端には、導電性の金属材により例えば円板状に形成された正極
端子４６が配置されている。
【００５２】
この場合、乾電池収納部２２においては、負極端子４５の一端がメイン回路基板４３に直
接電気的に接続され、正極端子４６はこれと一体に形成された板状の導通板４７を介して
メイン回路基板４３に電気的に接続されている。
【００５３】
そして乾電池収納部２２の底には、ケース長手方向の一端から他端に渡って溝部２２Ａが
形成され、当該溝部２２Ａに導通板４７が嵌合されている。この際、溝部２２Ａの深さは
、導通板４７の０．２〔ｍｍ〕程度の厚みに応じて選定されており、これにより導通板４
７を乾電池収納部２２の内側面から収納空間に突出させないようになされている。
【００５４】
また乾電池収納部２２の底には、ケース長手方向に沿った一端から他端に渡って、０．１
〔ｍｍ〕程度の厚みを有するシート状のシリアルラベル４８が導体板４７を覆うように貼
着されている。
【００５５】
シリアルラベル４８は、図１１（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、例えば、接着力の比較的
強いアクリル系の感圧式接着剤層４９と、アルミニウム層５０と、ＰＥＴ（ｐｏｌｙｅｔ
ｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）でなる絶縁性の印刷用樹脂層５１と、透明
フィルム５２とが順次積層されて形成され、当該アルミニウム層５０の厚みが適宜選択さ
れることにより、ある程度の硬性を有し、当該シリアルラベル４８自体の破れ等の破損を
防止し得るようになされている。
【００５６】
因みにシリアルラベル４８においては、印刷用樹脂層５１の一面に駆動用乾電池２１の装
填方向を示す絵柄５３と、シリアルラベル４８が貼着されるディジタル再生装置４個々の



(8) JP 4232065 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

製造番号を示す文字５４及び２次元バーコード５５とが印刷され、当該印刷用樹脂層５１
の一面に透明フィルム５２がラミネートされていることにより絵柄５３や文字５４等が保
護されている。
【００５７】
従って乾電池収納部２２（図１０（Ａ）及び（Ｂ））においては、シリアルラベル４８の
有する接着力及び硬性により、溝部２２Ａから導通板４７が浮いて駆動用乾電池２１の周
側面に傷を付ける等して破損させることを防止し得ると共に、当該シリアルラベル４８の
有する絶縁性により駆動用乾電池２１の周側面と、導通板４７とを絶縁し得るようになさ
れている。
【００５８】
そして乾電池収納部２２においては、このように、導通板４７を溝部２２Ａに嵌合させる
と共に、当該導通板４７と、駆動用乾電池２１の周側面との絶縁に０．１〔ｍｍ〕程度の
厚みを有するシリアルラベル４８を用いることにより、乾電池収納部２２の内径を駆動用
乾電池２１の１４．５〔ｍｍ〕程度の外径とほぼ同程度に選定することができる。
【００５９】
また乾電池収納部２２においては、その肉厚を破損から保護し得るように選定することに
より、内径及び肉厚に応じて当該乾電池収納部２２の外径を１７〔ｍｍ〕程度に選定する
ことができ、かくして全体として小型化し得るようになされている。
【００６０】
一方、表示部保護部材４０は、図１２に示すように、幅方向の両端がそれぞれ折り曲げら
れた導電性の金属板でなり、平面部４０Ａの一端にシフトボタン１８に対応するダイヤフ
ラム構成のスイッチ素子５７が配置されると共に、当該平面部４０Ａの他端に音量アップ
ボタン１４、音量ダウンボタン１５、早送りボタン１６及び早戻しボタン１７にそれぞれ
対応するダイヤフラム構成のスイッチ素子５８～６１が配置されている。
【００６１】
また平面部４０Ａには、一端のスイッチ素子５７と、他端のスイッチ素子５８～６１との
間に表示部４１に対応する開口部４０Ｂが設けられている。
【００６２】
表示部４１においては、図１３に示すように、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　
Ｄｉｓｐｌａｙ）６３にコ字状の導光板６４が積層されており、当該導光板６４の幅方向
の端部がバックライト（図示せず）によって照明されることにより、その導光板６４を介
してＬＣＤ６３の背面全体をほぼ均一に照明し得るようになされている。
【００６３】
また表示部４１においては、シリコンゴム等の樹脂材からなる絶縁シートに複数のワイヤ
が所定ピッチで貫入されてなる異方性導電部材６５を有し、各ワイヤの長手方向を導光板
６４の厚み方向とほぼ平行にして、当該異方性導電部材６５を導光板６４の腕部６４Ａ及
び６４Ｂの間に保持することにより、各ワイヤの一端がＬＣＤ６３の複数の電極に電気的
に接続されている。
【００６４】
　サブ回路基板４２においては、図１４（Ａ）に示すように、一端が12.4〔mm〕程度の幅
を有し、かつ他端が13.2〔mm〕程度の幅を有する台形状でなり、その一面に再生／停止ボ
タン１９用のスイッチ回路素子６７、ＬＣＤコントローラを構成するＩＣパッケージ６８
、ディジタルアナログ変換回路及びアンプを構成する回路素子群６９等の各種表面実装型
電子部品が実装されると共に、導光板６４に対応させてバックライト用の複数のＬＥＤ（
Light Emitting Diode）７０Ａ～７０Ｃが実装されている。
【００６５】
またサブ回路基板４２の一面には、ＬＣＤ６３の各電極に対応させた、導体パターンでな
る複数のＬＣＤ用ランド７１が形成されており、筐体ケース１０内部への収納時、各ＬＣ
Ｄ用ランド７１が異方性導電部材６５の各ワイヤを介してＬＣＤ６３のそれぞれ対応する
電極に電気的に接続される。



(9) JP 4232065 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

【００６６】
さらに図１４（Ｂ）に示すように、サブ回路基板４２の他面には、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅ
ｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ＰｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅＲｅａｄ－Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）を構成するＩＣパッケージ７２Ｉ等の各種表面実装型電子部品が実装さ
れると共に、所定部位に回路基板同士を直接接続するための一対のコネクタ（以下、これ
を基板間接続用コネクタと呼ぶ）のうちの例えばオス型の基板間接続用コネクタ７３が実
装されている。
【００６７】
因みに、サブ回路基板４２の他面には、導体パターンにより、表示部保護部材４０に設け
られた各スイッチ素子５７～６１にフレキシブル基板（図示せず）を介して電気的に接続
されるスイッチ用ランド７４Ａ及び７４Ｂが形成されると共に、スイッチ回路基板４４に
電気的に接続される回路基板用ランド７５が形成されている。
【００６８】
メイン回路基板４３においては、図１５（Ａ）に示すように、１７．２〔ｍｍ〕程度の幅
を有する長方形状でなり、その一面にフラッシュメモリコントローラを構成するＩＣパッ
ケージ７７Ｉ、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を構成する
ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）パッケージ７８Ｉ及びＵＳＢコントロー
ラを構成するＩＣパッケージ７９Ｉ等の各種表面実装型電子部品が実装されると共に、オ
ス型の基板間接続用コネクタ７３（図１４（Ｂ））に対応させて所定部位にメス型の基板
間接続用コネクタ８０が実装されている。
【００６９】
また図１５（Ｂ）に示すように、メイン回路基板４３の他面には、半導体フラッシュメモ
リを構成するＩＣパッケージ８１Ｉ、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｏｒ）を構成するＩＣパッケージ８２Ｉ、ＵＳＢコネクタ８３、電源回路を構成す
る回路素子群８４等のような各種表面実装型電子部品が実装されている。因みに電源回路
を構成する回路素子群８４には、乾電池収納部２２の負極端子４５及び導通板４７が電気
的に接続されている。
【００７０】
そして図１６（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、メイン回路基板４３及びサブ回路基板４２
においては、互いをほぼ平行にした状態で、メス型の基板間接続用コネクタ８０にオス型
の基板間接続用コネクタ７３を差し込むようにして機械的及び電気的に直接接続し得るよ
うになされている。
【００７１】
因みに、メイン回路基板４３には、導体パターンによりバスが形成されており、当該バス
に接続されるディジタル系の各種表面実装型電子部品が実装されると共に、サブ回路基板
４２には、アナログ系の各種表面実装型電子部品が実装され、これによりサブ回路基板４
２の各種表面実装型電子部品がメイン回路基板４３の各種表面実装型電子部品の動作によ
って発生するノイズの影響を受けないようになされている。
【００７２】
またメイン回路基板４３の一面と、サブ回路基板４２の対向する他面には、それぞれ互い
に表面実装型電子部品が対向しないように実装されており、これにより基板間接続用コネ
クタ８０及び７３を介して接続されたときに、メイン回路基板４３及びサブ回路基板４２
の間を表面実装型電子部品の厚み程度に近づけることができるようになされている。
【００７３】
ところで、メイン回路基板４３（図１５（Ａ））においては、その一面に各種表面実装型
電子部品と共に、メス型の基板間接続用コネクタ８０がはんだを介して位置決めされた後
、例えば、リフロー炉を用いてそのはんだを溶融させるようにして実装されており、一面
に塗布されるはんだの量の誤差や、基板間接続用コネクタ８０の位置決め誤差等により、
当該基板間接続用コネクタ８０がはんだの溶融時にメイン回路基板４３の一面と平行に回
転した状態で実装される場合がある。
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【００７４】
またサブ回路基板４２（図１４（Ｂ））においても同様に、他面に各種表面実装型電子部
品と共に、オス型の基板間接続用コネクタ７３がはんだを介して位置決めされた後、リフ
ロー炉を用いてそのはんだを溶融させるようにして実装されており、他面に塗布されるは
んだの量の誤差や、基板間接続用コネクタ７３の位置決め誤差等により当該基板間接続用
コネクタ７３がはんだの溶融時に当該サブ回路基板４２の他面と平行に回転した状態で実
装される場合がある。
【００７５】
このため、サブ回路基板４２（図１６（Ｂ））は、メイン回路基板４３への接続時、基板
間接続用コネクタ７３の実装位置を中心にして当該メイン回路基板４３と平行に、最大で
５度程度回転した状態で接続される場合がある。
【００７６】
そして、メイン回路基板４３の一面には、その他端側の所定部位に基板間接続用コネクタ
８０が実装されると共に、サブ回路基板４２の他面にも、その他端側の所定部位に基板間
接続用コネクタ７３が実装されていることにより、サブ回路基板４２がメイン回路基板４
３の一面と平行に回転した状態で接続された場合、当該サブ回路基板４２の一端側におい
て、メイン回路基板４３の長手方向に対する振れ量が最も大きくなる。
【００７７】
しかしながら、サブ回路基板４２においては、一端の幅を他端の幅よりも狭くした台形状
に形成されていることにより、当該サブ回路基板４２の両側面がメイン回路基板４３の対
応する両側面とほぼ平行となるまでの角度範囲内に納まるようにメイン回路基板４３に接
続され、かくしてメイン回路基板４３と接続された状態でも、正面側ケース３５内部の円
弧状の収納空間に容易に収納し得るようになされている。
【００７８】
実際上、正面側ケース３５（図９）においては、一端側の底の所定位置に、表示部保護部
材４０を位置決めするための位置決め用ピン８６が設けられている。また表示窓１１の周
囲には、表示部４１の四隅にそれぞれ対応させたＬ字状の支柱８７Ａ～８７Ｄが設けられ
ると共に、表示部４１の異方性導電部材６５に対応させた板状部材８８が設けられている
。
【００７９】
これに加えて、表示部保護部材４０（図１２）においては、平面部４０Ａのほぼ中央部に
正面側ケース３５の位置決め用ピン８６に対応させた孔部４０Ｃが穿設されると共に、開
口部４０Ｂの周囲には当該正面側ケース３５の支柱８７Ａ～８７Ｄ及び板状部材８８にそ
れぞれ対応させた孔部４０Ｄ～４０Ｈが穿設されている。
【００８０】
これにより正面側ケース３５においては、図１７に示すように、一端側において、支柱８
７Ａ～８７Ｄ及び板状部材８８を表示部保護部材４０のそれぞれ対応する孔部４０Ｄ～４
０Ｈに貫通させると共に、位置決め用ピン８６を対応する孔部４０Ｃに貫通させることに
より当該表示部保護部材４０をケース長手方向に移動しないように位置決めし、かくして
表示部保護部材４０を開口部４０Ｂと表示窓１１とを対向させた状態で取り付けることが
できるようになされている。
【００８１】
また正面側ケース３５においては、図１８に示すように、表示部４１の四隅をそれぞれ対
応する支柱８７Ａ～８７Ｄに嵌合させることにより、ＬＣＤ６３を開口部４０Ｂと対向さ
せて保持すると共に、この際、異方性導電部材６５に板状部材８８を近接させることによ
り導光板６５の腕部６４Ａ及び６４Ｂの間から脱落することを防止し得るようになされて
いる。
【００８２】
そして正面側ケース３５においては、図１９に示すように、一対の基板間接続用コネクタ
８０及び７３を介して接続されたメイン回路基板４３及びサブ回路基板４２が当該サブ回
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路基板４２の一面と表示部保護部材４０（図１８）の平面部４０Ａとを対向させて収納さ
れる。
【００８３】
次いで正面側ケース３５においては、図２０に示すように、背面側ケース３６が取り付け
られ、この状態において、メイン回路基板４３（図１９）が背面側ケース３６と共に固定
用ネジ８９Ａ及び８９Ｂによって固定される。
【００８４】
ところで、メイン回路基板４３及びサブ回路基板４２に実装される基板間接続用コネクタ
８０及び７３としては、外形が比較的小さく、かつ高さの比較的低い小型のものが選定さ
れている。
【００８５】
従って基板間接続用コネクタ８０及び７３は、その実装面積を小さくしてメイン回路基板
４３及びサブ回路基板４２が大型化することを防止し得ると共に、当該メイン回路基板４
３及びサブ回路基板４２同士を極力近づけるようにして筐体ケース１０内における収納ス
ペースを小さくし得るようになされている。
【００８６】
しかしながら、かかる基板間接続用コネクタ８０及び７３においては、小型化されている
分、当該基板間接続用コネクタ８０及び７３に設けられているコネクタピンが微細なもの
となり、当該コネクタピン自体の弾性が格段的に小さくなる。
【００８７】
このため、基板間接続用コネクタ８０及び７３においては、メイン回路基板４３及びサブ
回路基板４２が筐体ケース１０内に収納された場合、当該サブ回路基板４２にメイン回路
基板４３の一面と平行に回転する方向に付加が加えられると、当該基板間接続用コネクタ
８０及び７３の対応するコネクタピン同士において接続不良が発生すると考えられる。
【００８８】
従ってサブ回路基板４２においては、図２１に示すように、正面側ケース３５に固定され
るメイン回路基板４３（図１９）の一面と平行に回転した状態で収納されても、当該正面
側ケース３５の内部において、その回転が許容されるように一端及び他端の幅が選定され
た台形状に形成されており、正面側ケース３５には特に固定されないようになされている
。
【００８９】
これによりディジタル再生装置４においては、メイン回路基板４３と共に収納されたサブ
回路基板４２が当該メイン回路基板４３の一面と平行に回転している状態であっても、基
板間接続用コネクタ８０及び７３の対応するコネクタピン同士に接続不良が発生すること
を防止し得るようになされている。
【００９０】
またディジタル再生装置４においては、仮に、サブ回路基板４２にメイン回路基板４３の
一面と平行に回転する方向の外力を加えた状態で当該ディジタル再生装置４に落下等によ
る衝撃が加えられると、メイン回路基板４３及びサブ回路基板４２から基板間接続用コネ
クタ８０及び７３が剥離することが考えられるものの、当該サブ回路基板４２を特に固定
しないことにより、このような基板間接続用コネクタ８０及び７３の剥離が発生すること
も防止することができる。
【００９１】
因みに正面側ケース３５においては、内側面の一端側及び他端側にそれぞれ移動規制用突
起部９０Ａ～９０Ｄが設けられ、サブ回路基板４２の両側面の一端側及び他端側にはそれ
ぞれ移動規制用突起部９０Ａ～９０Ｄに対応させ、かつ当該移動規制用突起部９０Ａ～９
０Ｄよりも幅広な切欠き部９１Ａ～９１Ｄが設けられている。
【００９２】
そしてサブ回路基板４２は、メイン回路基板４３に対する回転角度に応じて少なくとも他
端側の切欠き部９１Ａ及び９１Ｄをそれぞれ対応する移動規制用突起部９０Ａ及び９０Ｄ
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に係合させて正面側ケース３５内に収納され、これによりケース長手方向に対しては移動
しないように規制されている。
【００９３】
またサブ回路基板４２（図１４（Ａ））においては、ＬＣＤ用ランド７１がそれぞれ当該
サブ回路基板４２の幅方向に沿って所定の長さを有するように形成されている。これによ
りサブ回路基板４２においては、メイン回路基板４３と平行に回転した状態で収納された
場合でも、当該ＬＣＤ用ランド７１に異方性導電部材６５のワイヤを確実に電気的に接続
させ得るようになされている。
【００９４】
ところで筐体ケース１０においては、１７〔ｍｍ〕程度の外径を有する円筒形状を基準に
形成されているものの、メイン回路基板４３（図１５（Ａ）及び（Ｂ））においては、フ
ラッシュメモリコントローラを構成するＩＣパッケージ７７Ｉや、ＣＰＵを構成するＩＣ
パッケージ７８Ｉがそれぞれ１６〔ｍｍ〕程度の辺を有する正方形に形成されているため
、これに応じて１７．２〔ｍｍ〕程度の幅を有する長方形状に形成されている。
【００９５】
このため、図２２に示すように、正面側ケース３５及び背面側ケース３６の接合部分には
、それぞれＬ字状のリブ３５Ａ及び３５Ｂ並びに３６Ａ及び３６Ｂがケース長手方向に沿
って外部に突出するように設けられている。
【００９６】
そして、正面側ケース３５には、リブ３５Ａ及び３５Ｂにおいて左右の側面とほぼ平行な
嵌合部３５ＡＸ及び３５ＢＸに、背面側ケース３６のそれぞれ対応するリブ３６Ａ及び３
６Ｂにおいて左右の側面とほぼ平行な嵌合部３６ＡＸ及び３６ＢＸが嵌合されている。
【００９７】
これにより筐体ケース１０においては、嵌合された一方のリブ３５Ａ及び３６Ａからなる
コ字状の突出部の内部から、他方のリブ３５Ｂ及び３６Ｂからなるコ字状の突出部の内部
に渡ってメイン回路基板４３が収納され、かくして当該筐体ケース１０のほぼ円筒形の形
状をほとんど損なうことなく、表示部保護部材４０、表示部４１、サブ回路基板４２及び
スイッチ回路基板４４と共に、メイン回路基板４３を容易に収納し得るようになされてい
る。
【００９８】
また筐体ケース１０においては、正面側ケース３５及び背面側ケース３６の対応するリブ
３５Ａ及び３５Ｂ並びに３６Ａ及び３６Ｂ同士の嵌合部３５ＡＸ及び３５ＢＸ並びに３６
ＡＸ及び３６ＢＸを重ね合わせるようにして嵌合することにより、これら対応するリブ３
５Ａ及び３５Ｂ並びに３６Ａ及び３６Ｂ同士を一体化し、かくして筐体ケース１０の剛性
を向上させ得るようになされている。
【００９９】
ところで、メイン回路基板４３の他面（図１５（Ｂ））には、その長手方向の一端から他
端に渡って、幅方向の両端部にそれぞれグランド用の導体パターン（以下、これをグラン
ドパターンと呼ぶ）９２が形成されており、当該両端部のグランドパターン９２がそれぞ
れ対応する一対のリブ３５Ａ及び３６Ａ並びに３５Ｂ及び３６Ｂに近接されて配置されて
いる。
【０１００】
これにより筐体ケース１０においては、図２３に示すように、帯電している金属部材等に
近づけられたときに、外部からリブ３５Ａ及び３５Ｂ並びに３６Ａ及び３６Ｂ同士の隙間
を介して静電気が内部に飛び込んだ場合でも、当該静電気をメイン回路基板４３の両端部
の比較的大きなグランドパターン９２に真先に取り込んで流すことができ、かくして内部
の表面実装型電子部品が静電気の高電圧により損傷することを防止し得るようになされて
いる。
【０１０１】
また表示部保護部材４０（図１２）においては、上述したように導電性の金属板でなり、
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両方の足部４０Ｉ及び４０Ｊの一端側及び他端側にそれぞれ突出部４０Ｋ及び４０Ｌが設
けられている。
【０１０２】
これに加えて、サブ回路基板４２（図１４（Ａ））の一面には、表示部保護部材４０の突
起部４０Ｋ及び４０Ｌに対応させて、幅方向の両端部にグランドパターン９４が形成され
ている。
【０１０３】
そして図２４及び図２５に示すように、表示部保護部材４０においては、筐体ケース１０
の内部に収納された場合、正面側ケース３５内に位置決め用ピン８６により位置決めされ
ると共に、サブ回路基板４２がケース長手方向に対して移動を規制されて収納されること
により、足部４０Ｉ及び４０Ｊに設けられた突起部４０Ｋ及び４０Ｌを当該サブ回路基板
４２の対応するグランドパターン９４に電気的に接続させるようになされている。
【０１０４】
これにより筐体ケース１０においては、帯電している金属部材等に近づけられたときに、
外部から正面側ケース３５と表示窓１１との隙間９５Ａや、音量アップボタン１４、音量
ダウンボタン１５、早送りボタン１６、早戻しボタン１７及びシフトボタン１８と、これ
らを保持するために当該正面側ケース３５に穿設された孔部との隙間９５Ｂを介して静電
気が内部に飛び込んだ場合でも、当該静電気をこれら隙間と近接する表示部保護部材４０
に取り込んでサブ回路基板４２のグランドパターン９４に流すことができ、かくしてＬＣ
Ｄ６３やスイッチ素子５７～６１が静電気の高電圧により損傷することを防止し得るよう
になされている。
【０１０５】
これに加えて、表示部保護部材４０においては、サブ回路基板４２に支持されていると共
に、金属板によって形成されていることにより、平面部４０Ａに設けられたスイッチ素子
５７～６１がそれぞれ対応するシフトボタン１８、音量ダウンボタン１５、音量アップボ
タン１４、早戻しボタン１７及び早送りボタン１６を介して押下された場合でも、変形せ
ずに十分耐えるだけの剛性を有しており、かくして正面側ケース３５の内側面と、平面部
４０Ａとの隙間をスイッチ素子５７～６１の収納スペースとして有効に活用させ得るよう
になされている。
【０１０６】
また表示部保護部材４０は、このように金属板によって形成されていることにより、その
厚みが比較的薄く選定された場合でも、各スイッチ素子５７～６１の押下に対応し得るだ
けの十分な剛性を確保することができ、かくして筐体ケース１０の内部において表示部保
護部材４０の専有する収納スペースを格段的に小さくし得るようになされている。
【０１０７】
（２－２）ディジタル再生装置の回路構成
次に、ディジタル再生装置４の回路構成について図２６を用いて説明する。ディジタル再
生装置４は、駆動用乾電池２１から供給される電源電圧を電源回路１０２で所定電圧の内
部電力に変換してＣＰＵ７８や各種回路ブロックに供給することにより、装置全体を駆動
するようになされている。
【０１０８】
このディジタル再生装置４は、ＵＳＢコネクタ８３を介してコンピュータ装置３とＵＳＢ
ケーブル１０３で接続された場合、当該コンピュータ装置３からバルク転送されたディジ
タル音楽コンテンツＣ１をＵＳＢコントローラ７９により内部バス１０４を介してＣＰＵ
７８へ供給する。
【０１０９】
ここでディジタル音楽コンテンツＣ１は、そのフレーム構成として１パケット当たり６４
［Ｂｙｔｅ］でなり、１２［Ｍｂｉｔ／ｓｅｃ］の転送レートでコンピュータ装置３から
転送される。
【０１１０】
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そしてディジタル音楽コンテンツＣ１は、図２７に示すようにヘッダＨ１と音楽データＤ
１とからなり、ヘッダＨ１には「ファイルＩＤ」、「ヘッダサイズ」、「コンテンツキー
（暗号化用）」、「ファイルサイズ」、「コーデックＩＤ」、「ファイル名」及び「ファ
イル情報」が格納されていると共に、再生制限処理に必要な再生制限情報として「再生制
限データ」、「再生開始日」、「再生終了日」、「再生可能回数」及び「実再生回数」が
格納されている。
【０１１１】
実際上ヘッダＨ１においては、格納されている情報をそれぞれ１６進数表示して示す図２
８のように、「ヘッダサイズ」はヘッダＨ１のデータ長（この場合３３バイト）を表して
おり、「ファイルサイズ」は音楽データＤ１のファイルのデータ長（この場合３３６３６
１３８バイト）を表している。
【０１１２】
また「コンテンツキー」は、音楽データＤ１（図２７）に対する暗号化を解くための暗号
データであり、実際上コンピュータ装置３及びディジタル再生装置４の間でディジタル音
楽コンテンツＣ１の授受が行われる際に、共通のセッションキーでさらに暗号化された状
態で転送される。
【０１１３】
実際に、コンピュータ装置３とディジタル再生装置４とが接続された場合、当該ディジタ
ル再生装置４はコンピュータ装置３によって認証を受ける必要があり、その場合コンピュ
ータ装置３とディジタル再生装置４との間では、例えばチャレンジレスポンス方式の認証
が行われる。因みにディジタル再生装置４では、ＤＳＰ８２がチャレンジレスポンス方式
の認証を行う際の暗号解読処理を担っている。
【０１１４】
ここでチャレンジレスポンス方式とは、コンピュータ装置３が生成するある値（チャレン
ジ）に対して、ディジタル再生装置４がコンピュータ装置３と共有している秘密鍵を使っ
て生成した値（レスポンス）で応答する方式であり、チャレンジが毎回変わるため、レス
ポンスを盗聴されても再利用される危険はなく安全に相互認証することができるというも
のである。
【０１１５】
「コーデックＩＤ」は、ディジタル再生装置４でディジタル音楽コンテンツＣ１の音楽デ
ータＤ１を再生する場合の伸長方式に対応したＩＤ番号であり、ＩＤ番号「１」に対して
はＡＴＲＡＣ（Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｃｏｄｉｎ
ｇ）３と呼ばれるデータ圧縮方法に応じた伸長方式が割り当てられ、ＩＤ番号「０」に対
してはＭＰ３（ＭＰＥＧ　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ－３）と呼ばれるデータ圧縮方法に応
じた伸長方式が割り当てられている。
【０１１６】
「ファイル名」は、ディジタル音楽コンテンツＣ１の例えばファイル名「ＡＢＣＤ．ＡＣ
」をＡＳＣＩＩ（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｃｏｄｅ　
ｆｏｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ）コードに変換したデータで
あり、また「ファイル情報」は、ディジタル音楽コンテンツＣ１の曲名、アーティスト名
、作詩家名及び作曲家名等をＡＳＣＩＩコードに変換したデータである。
【０１１７】
「再生制限データ」は、ディジタル再生装置４で再生するディジタル音楽コンテンツＣ１
に再生可能期間又は再生可能回数の再生制限が付加されているか否かを示すデータであり
、再生可能回数に制限があるときのみ「１」が割り当てられ、再生可能期間に制限がある
ときのみ「２」が割り当てられ、再生制限がない、すなわち「買取」で購入されたディジ
タル音楽コンテンツＣ１のときには「０」が割り当てられている。
【０１１８】
「再生開始日」及び「再生終了日」は、「再生制限データ」が「２」であるときに、再生
可能期間の範囲を示すデータであり、「０００４０Ｆ」及び「０００７０Ｆ」のデータに
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よって、「２０００年４月１５日」～「２０００年７月１５日」が再生可能期間の範囲で
あることを示している。
【０１１９】
同様に「再生可能回数」及び「実再生回数」は、「再生制限データ」が「１」及び「２」
であるときに、予め規定された再生可能な最多回数と、再生処理を実行したときにＣＰＵ
７８によって更新される実際の再生回数を示すデータであり、「０２」及び「０１」のデ
ータによって、「再生可能回数」が「２」回で現時点での「実再生回数」が「１」回であ
ることを示している。
【０１２０】
従ってヘッダＨ１の再生制限情報によれば、図２について上述したようにディジタル再生
装置４は「２０００年４月１５日」～「２０００年７月１５日」の範囲内であれば再生処
理を２回づつ何度でも繰り返し実行し得るようになされている。
【０１２１】
因みに、再生可能回数にのみ再生制限が付加されたディジタル音楽コンテンツＣ１のヘッ
ダＨ１は、例えば図２９に示すように「再生制限データ」が「１」を示し、「再生開始日
」及び「再生終了日」が「００００００」及び「００００００」で、「再生可能回数」及
び「実再生回数」が「０ａ」及び「０５」となる。すなわち、「再生開始日」及び「再生
終了日」による再生可能期間の制限がなく、「再生可能回数」が「１０」回でそのうち現
在の「実再生回数」が「５」回であることを示している。
【０１２２】
ところでディジタル再生装置４（図２６）は、コンピュータ装置３からディジタル音楽コ
ンテンツＣ１と共に当該ディジタル音楽コンテンツＣ１の書込命令が転送されており、Ｃ
ＰＵ７８がＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０５に書込命令を受
け取ると、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０６からＲＡＭ１０５に読み
出したメインプログラムに従ってフラッシュメモリコントローラ７７を制御することによ
り、ディジタル音楽コンテンツＣ１を半導体フラッシュメモリ８０に書き込む。
【０１２３】
因みに半導体フラッシュメモリ８０は、約６４［ＭＢｙｔｅ］の記憶容量を有し、ＣＤ（
Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）アルバム１枚分以上の楽曲を記憶し得るようになされている
。
【０１２４】
また半導体フラッシュメモリ８０には、ディジタル音楽コンテンツＣ１のうち所定の圧縮
方式でデータ圧縮された音楽データＤ１に対応した伸長方式で当該音楽データＤ１を再生
するための再生用コードが予め格納されている。
【０１２５】
従ってディジタル再生装置４は、ユーザによる再生／停止ボタン１９の押下操作に応じた
再生命令が操作キーコントローラ１０７を介してＣＰＵ７８に与えられると、当該ＣＰＵ
７８によって半導体フラッシュメモリ８０から再生用コードと、ディジタル音楽コンテン
ツＣ１の音楽データＤ１とを読み出して、ＤＳＰ８２のＲＡＭ（図示せず）へ転送する。
【０１２６】
ＤＳＰ８２は、半導体フラッシュメモリ８０から転送された再生用コードに基づいてディ
ジタル音楽コンテンツＣ１の音楽データＤ１をＣＲＣ（ＣｙｃｌｉｃＲｅｄｕｎｄａｎｃ
ｙ　Ｃｈｅｃｋ）方式によって誤り検出した後に伸長して再生し、これをディジタルアナ
ログ変換回路１０８に供給する。
【０１２７】
ここでＤＳＰ８２は、内部に設けられた発振回路（図示せず）と共に一体構成されたＩＣ
パッケージ８２Ｉ（図１５（Ｂ））であり、外付けされた水晶でなる発振子８２Ａからの
マスタークロックＭＣＬＫを基に音楽データＤ１を再生すると共に、当該マスタークロッ
クＭＣＬＫと、マスタークロックＭＣＬＫを基に内部の発振回路で生成した所定周波数の
ビットクロックＢＣＬＫと、フレーム単位のＬチャンネルクロックＬＣＬＫと、Ｒチャン
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ネルクロックＲＣＬＫとからなる動作クロックをディジタルアナログ変換回路１０８に送
出するようになされている。
【０１２８】
この場合ＤＳＰ８２は、音楽データＤ１を再生しているときには再生用コードに従って上
述の動作クロックをディジタルアナログ変換回路１０８に送出するが、音楽データＤ１の
再生を行っていないときには再生用コードに従って動作クロックの供給を停止してディジ
タルアナログ変換回路１０８を動作させないことにより、ディジタル再生装置４全体の消
費電力を低減し得るようになされている。
【０１２９】
同様にＣＰＵ７８及びＵＳＢコントローラ７９についても、水晶でなる発振子７８Ａ及び
７９Ａが外付けされており、当該発振子７８Ａ及び７９Ａから供給されるマスタークロッ
クＭＣＬＫを用いて所定の処理を実行するようになされている。
【０１３０】
これによりディジタル再生装置４は、ＣＰＵ７８、ＤＳＰ８２、ＵＳＢコントローラ７９
等の各回路ブロックに対してそれぞれクロック供給を行うためのクロック発生モジュール
が不要となり、その分だけ回路構成を簡素化すると共に小型化を図ることができる。
【０１３１】
ディジタルアナログ変換回路１０８は、再生した音楽データＤ１をアナログの音声信号に
変換し、これをアンプ１０９に送出する。アンプ１０９は、音声信号を所定レベルに増幅
した後にヘッドホンジャック２４からヘッドホン５へ出力することにより、当該ヘッドホ
ン５を介して再生した音楽をユーザへ提供するようになされている。
【０１３２】
このようにディジタル再生装置４は、再生／停止ボタン１９が押下操作されると、ＣＰＵ
７８の制御に基づいて半導体フラッシュメモリ８０に格納されたディジタル音楽コンテン
ツＣ１の音楽データＤ１を再生すると共に、当該再生中に再生／停止ボタン１９が押下操
作されると再生を停止する。
【０１３３】
またディジタル再生装置４は、停止後に再生／停止ボタン１９が再度押下操作されると、
ＣＰＵ７８の制御に基づいて停止した位置から音楽データＤ１の再生を再開し、再生／停
止ボタン１９の押下操作によって再生を停止してから無操作で数秒間以上経過したときに
は、自動的に電源をオフにして消費電力を低減するようになされている。
【０１３４】
因みにディジタル再生装置４は、電源がオフになった後には再生／停止ボタン１９が押下
操作されても、前回の停止した位置から音楽データＤ１を再生することはなく、１曲目か
ら再生することになる。
【０１３５】
またディジタル再生装置４は、ＣＰＵ７８によってＬＣＤコントローラ６８を制御するこ
とにより、再生モード状態、イコライザ調整（音質モード）、曲番号、再生時間、再生、
停止、早送り、早戻し等の処理状態、音量及び電池残量等の種々の情報を表示部４１に表
示するようになされている。
【０１３６】
さらにディジタル再生装置４では、ＥＥＰＲＯＭ７２に、半導体フラッシュメモリ８０に
書き込まれている全ディジタル音楽コンテンツＣ１の曲数、各ディジタル音楽コンテンツ
Ｃ１がそれぞれ格納されている半導体フラッシュメモリ８０のブロック位置、及びその他
種々のメモリ蓄積情報等のいわゆるＦＡＴ（Ｆｉｌｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌ
ｅ）が格納されている。
【０１３７】
因みに、本実施の形態においてはディジタル音楽コンテンツＣ１の６４［ＫＢｙｔｅ］を
１ブロックとして扱うようになされており、１曲のディジタル音楽コンテンツＣ１に応じ
たブロック位置がＦＡＴに含まれることになる。



(17) JP 4232065 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

【０１３８】
ところで図３０に示すように半導体フラッシュメモリ８０にＦＡＴが格納される場合、例
えば１曲目のディジタル音楽コンテンツＣ１がＣＰＵ７８の制御によって書き込まれると
、当該１曲目のディジタル音楽コンテンツＣ１におけるブロック位置がＦＡＴとして書き
込まれ、次の２曲目のディジタル音楽コンテンツＣ１が書き込まれると、先程の１曲目の
ディジタル音楽コンテンツＣ１におけるブロック位置と、今回の２曲目のディジタル音楽
コンテンツＣ１におけるブロック位置とが新たなＦＡＴとして同一領域に再度書き換えら
れる。
【０１３９】
このようにＦＡＴは、ディジタル音楽コンテンツＣ１を半導体フラッシュメモリ８０に書
き込む度に書き換えられるので、ＣＰＵ７８がＦＡＴを読み出すことにより所望のディジ
タル音楽コンテンツＣ１の格納場所であるブロック位置を認識することができる。
【０１４０】
その上ＦＡＴは、同一のデータがリザーブ用に２重に書き込まれるようになされており、
ＦＡＴの書き込み中に駆動用乾電池２１が抜かれた場合でもリザーブ用のＦＡＴによって
データを保護するようになされている。
【０１４１】
しかしながら半導体フラッシュメモリ８０は、記憶したディジタル音楽コンテンツＣ１を
コンピュータ装置３によって自由に書き換えられるようになされているものの、現状では
書換回数が規定されている。
【０１４２】
このため半導体フラッシュメモリ８０にＦＡＴが格納される場合には、ディジタル音楽コ
ンテンツＣ１を記憶する度にＦＡＴが書き換えられると共に２重に書き換えられるので、
当該ＦＡＴの書換回数が非常に多くなってディジタル音楽コンテンツＣ１の書換回数を消
費してしまう。
【０１４３】
すなわちＣＰＵ７８は、半導体フラッシュメモリ８０にＦＡＴを格納するようにしたので
は、ＦＡＴの書換回数が膨大となってディジタル音楽コンテンツＣ１の書換回数が減少し
、規定の書換回数を満足し得なくなる。
【０１４４】
これに対してＥＥＰＲＯＭ７２は、ＦＡＴの記憶用として専用に設けられており、ＣＰＵ
７８は半導体フラッシュメモリ８０にディジタル音楽コンテンツＣ１を記憶する度に、当
該記憶したディジタル音楽コンテンツＣ１のＦＡＴをＥＥＰＲＯＭ７２に追記するように
記憶すれば良く、ディジタル音楽コンテンツＣ１が記憶される度に書き換える必要はない
。
【０１４５】
このようにＣＰＵ７８は、書換回数の多いＦＡＴをディジタル音楽コンテンツＣ１と共に
半導体フラッシュメモリ８０に格納するのではなく、ディジタル音楽コンテンツＣ１とは
別にＥＥＰＲＯＭ７２に書き込むようにしたことにより、半導体フラッシュメモリ８０の
規定されている書換回数を全てディジタル音楽コンテンツＣ１の書き換えに有効に使用す
ることができる。
【０１４６】
実際上ＣＰＵ７８は、ディジタル音楽コンテンツＣ１を半導体フラッシュメモリ８０に格
納し、書換回数の多いＦＡＴをＥＥＰＲＯＭ７２に書き込むようにしたことにより、ＦＡ
Ｔとディジタル音楽コンテンツＣ１とを共に半導体フラッシュメモリ８０に格納するよう
にした場合と比較して、半導体フラッシュメモリ８０に対するディジタル音楽コンテンツ
Ｃ１の書換回数を数十倍以上に増加することができる。
【０１４７】
またＣＰＵ７８は、ＦＡＴをＥＥＰＲＯＭ７２に追記するように書き込むようにしたこと
により、ＦＡＴの書換回数を極力減少させてＥＥＰＲＯＭ７２が短期間で書換不能となる
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ことを防止し得るようになされている。
【０１４８】
ところでディジタル再生装置４は、ＵＳＢケーブル１０３を介してコンピュータ装置３と
接続されると（以下、これをＵＳＢ接続と呼ぶ）、ＵＳＢコントローラ７９からＣＰＵ７
８へ供給される割込信号に基づいてＵＳＢ接続されたことを認識する。
【０１４９】
そしてディジタル再生装置４は、ＵＳＢ接続されたことを認識すると、コンピュータ装置
３からＵＳＢケーブル１０３を介して規定電流値の外部電力の供給を受けると共に、電源
回路１０２を制御して駆動用乾電池２１による内部電力の供給を停止するようになされて
いる。
【０１５０】
このときＣＰＵ７８は、コンピュータ装置３からＵＳＢケーブル１０３を介して外部電力
の供給を受けると同時に、ＤＳＰ８２による音楽データＤ１の再生処理を停止するように
なされている。これによりＣＰＵ７８は、コンピュータ装置３から供給される外部電力が
規定電流値を越えてしまうことを防止し、規定電流値の外部電力を常時受けられるように
制御している。
【０１５１】
このようにＣＰＵ７８は、ＵＳＢ接続されると、駆動用乾電池２１により供給される内部
電力からコンピュータ装置３により供給される外部電力に切り換えることにより、電力単
価の安いコンピュータ装置３からの外部電力を使用して、電力単価の高い駆動用乾電池２
１の消費電力を低減し、かくして駆動用乾電池２１の寿命を延ばし得るようになされてい
る。
【０１５２】
なおＣＰＵ７８は、コンピュータ装置３からＵＳＢケーブル１０３を介して外部電力の供
給を受けたときに、ＤＳＰ８２による音楽データＤ１の再生処理を停止することにより、
ＤＳＰ８２が動作することによる輻射を低減させることができ、その結果としてコンピュ
ータ装置３を含む全体の輻射を一段と低減し得るようになされている。
【０１５３】
またＣＰＵ７８は、駆動用乾電池２１により供給される内部電力からコンピュータ装置３
により供給される外部電力に切り換えた場合、ＤＳＰ８２による音楽データＤ１の再生処
理を停止すると共に、各種操作ボタン（音量上限固定スイッチ１２、ホールドスイッチ２
０、音量アップボタン１４、音量ダウンボタン１５、再生／停止ボタン１９、早送りボタ
ン１６及び早戻しボタン１７等）の操作に応じた各種動作を実行することなく、コンピュ
ータ装置３からの制御に基づいてディジタル音楽コンテンツＣ１を半導体フラッシュメモ
リ８０に書き込むようにしたことにより、ディジタル音楽コンテンツＣ１の書き換え中に
各種操作ボタンが押下された場合でも、装置自体の動作が不安定になることを確実に防止
して、ディジタル音楽コンテンツＣ１を保護し得るようになされている。
【０１５４】
同時にＣＰＵ７８は、駆動用乾電池２１により供給される内部電力からコンピュータ装置
３により供給される外部電力に切り換えたことにより、常時コンピュータ装置３から外部
電力の供給を確実に受けることができる。
【０１５５】
これによりディジタル再生装置４は、コンピュータ装置３の制御によってディジタル音楽
コンテンツＣ１を半導体フラッシュメモリ８０に書き込み中に、駆動用乾電池２１が抜か
れたり、電池切れが生じた場合でも処理が中断されることを防止し、データ書込処理を確
実に実行し得るようになされている。
【０１５６】
このときＣＰＵ７８は、コンピュータ装置３により供給される外部電力を基にＬＣＤコン
トローラ６８を制御して表示部４１に「ＰＣ」という表示を行うようになされており、こ
れにより現在コンピュータ装置３と接続されて各種操作ボタンやスイッチによる操作を実
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行し得ないことをユーザに通知するようになされている。
【０１５７】
（３）本実施の形態の動作及び効果
以上の構成において、このディジタル再生装置４では、駆動用乾電池２１の外径に応じて
ほぼ円筒形状に形成された筐体ケース１０を構成する正面側ケース３５と背面側ケース３
６との接合部分に、それぞれ対応するリブ３５Ａ及び３５Ｂ並びに３６Ａ及び３６Ｂをケ
ース長手方向に沿って設けるようにした。
【０１５８】
そしてディジタル再生装置４では、正面側ケース３５に背面側ケース３６を取り付けた際
に、これらリブ３５Ａ及び３５Ｂ並びに３６Ａ及び３６Ｂの対応する嵌合部３５ＡＸ及び
３６ＡＸ並びに３５ＢＸ及び３６ＢＸ同士を嵌合させ、筐体ケース１０の右側面及び左側
面に、当該筐体ケース１０の円筒形状の内部空間から突出するメイン回路基板４３の端部
を、当該内部空間と一体化して収納するための収納空間を有する突出部を形成するように
した。
【０１５９】
従って、ディジタル再生装置４では、メイン回路基板４３が筐体ケース１０の円筒形状の
外径よりも幅広であるものの、当該筐体ケース１０のほぼ円筒形の形状を損なうことなく
、メイン回路基板４３を一方の突出部から他方の突出部に渡って容易に収納することがで
き、かくしてメイン回路基板４３により筐体ケース１０全体が大型化することを防止する
ことができる。
【０１６０】
また、ディジタル再生装置４では、正面側ケース３５及び背面側ケース３６にそれぞれリ
ブ３５Ａ及び３５Ｂ並びに３６Ａ及び３６Ｂを形成したため、これら正面側ケース３５及
び背面側ケース３６の剛性をそれぞれ向上させることができる。
【０１６１】
これに加えて、ディジタル再生装置４では、正面側ケース３５に背面側ケース３６を取り
付ける場合、対応するリブ３５Ａ及び３５Ｂ並びに３６Ａ及び３６Ｂ同士の嵌合部３５Ａ
Ｘ及び３５ＢＸ並びに３６ＡＸ及び３６ＢＸを重ね合わせて嵌合し、当該対応するリブ３
５Ａ及び３５Ｂ並びに３６Ａ及び３６Ｂ同士を一体化することから、筐体ケース１０の左
右の側面に嵌合部３５ＡＸ及び３５ＢＸ並びに３６ＡＸ及び３６ＢＸが２重構造でなる突
出状のリブをケース長手方向に渡って対向させて形成し、かくして筐体ケース１０の剛性
も向上させることができる。
【０１６２】
この結果、ディジタル再生装置４では、筐体ケース１０の剛性を向上させた分、当該筐体
ケース１０を薄型化することができ、かくして筐体ケース１０をさらに小型化することが
できる。
【０１６３】
ところで、図３１に示すように、例えば、１４．５〔ｍｍ〕程度の外径を有する駆動用乾
電池２１と、１７．２〔ｍｍ〕程度の幅を有するメイン回路基板４３とを収納する筐体ケ
ース１５０を、当該メイン回路基板４３の幅に応じて円筒形状に形成すると、当該筐体ケ
ース１５０の肉厚を１〔ｍｍ〕程度に選定しても、１９．２〔ｍｍ〕程度の外径となる。
【０１６４】
これに対して、図３２からも明らかなように、本実施の形態によるディジタル再生装置４
では、駆動用乾電池２１の外径に応じて筐体ケース１０を形成することにより、筐体ケー
ス１０の肉厚を破損から保護し得るように選定し、かつ当該駆動用乾電池２１と、筐体ケ
ース１０とのクリアランスを考慮しても、筐体ケース１０の外径を１７〔ｍｍ〕程度に選
定することができる。
【０１６５】
そして、ディジタル再生装置４では、筐体ケース１０にリブ３５Ａ及び３５Ｂ並びに３６
Ａ及び３６Ｂにより、例えば４．５〔ｍｍ〕程度の幅を有する突出部を形成すれば、内部
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にメイン回路基板４３を容易に収納することができ、かくして、メイン回路基板４３の幅
に応じて円筒形状に形成された筐体ケース１５０よりも格段的に小型化することができる
。
【０１６６】
因みに、ディジタル再生装置４では、例えば、また当該筐体ケース１０の対向する突出部
を青色に塗装し、また、当該筐体ケース１０の円筒状の部分を突出部よりも明るい銀色に
塗装することにより、円筒状の部分を強調し、視覚的にも装置全体の小型化を強調するこ
とができる。
【０１６７】
以上の構成によれば、円筒形状の筐体ケース１０の周側面にメイン回路基板４３の幅方向
の端部に応じた収納空間を有する突出部をケース長手方向に沿って対向させて設け、一方
の突出部の内部から他方の突出部の内部に渡ってメイン回路基板４３を収納するようにし
たことにより、筐体ケース１０の円筒形の形状を損なうことなく、当該円筒形の外径より
も幅広なメイン回路基板４３を容易に収納することができ、かくして一段と小型化し得る
ディジタル再生装置を実現することができる。
【０１６８】
（４）他の実施の形態
なお上述の実施の形態においては、筐体ケース１０の左右の側面にリブ３５Ａ及び３５Ｂ
並びに３６Ａ及び３６Ｂにより、コ字状の突出部を設けるようにした場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、メイン回路基板４３を収納することができれば、山状の突出
部や、断面が水滴状となり筐体ケースに一体に形成された突出部等のように、この他種々
の形状の突出部を設けるようにしても良い。
【０１６９】
また上述の実施の形態においては、筐体ケース１０の左右の側面に突出部を設けるように
した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、回路基板を収納することができれば
、筐体ケース１０の所定の１つの側面のみに突出部を設けたり、また回路基板の形状及び
数に応じて２以上の突出部を種々の部位に設けるようにしても良い。
【０１７０】
さらに上述の実施の形態においては、所定の回路基板として、図１５（Ａ）及び（Ｂ）に
ついて上述したメイン回路基板４３を適用するようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、円盤状の回路基板や、サブ回路基板４２と同様な台形状の回路基板等の
ように、この他種々の形状でなる回路基板に広く適用することができる。
【０１７１】
さらに上述の実施の形態においては、所定の内部空間を有する筐体ケースとして、ほぼ円
筒状の筐体ケース１０を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限ら
ず、四角形の筒状のものや、箱状のもの等のように、この他種々の形状でなる筐体ケース
を用いるようにしても良い。因みに、筐体ケースとして、例えば、薄型の箱状のものを用
いる場合には、その一面及び又は他面に長手方向に沿って突出部を設ければ、回路基板を
収納し得るのみならずに、当該筐体ケースの剛性を向上させることができる。
【０１７２】
さらに上述の実施の形態においては、筐体ケースに設けられ、内部空間から回路基板の突
出する部分を、内部空間と一体化して収納するための収納空間が形成された内部空間拡張
手段として、リブ３５Ａ及び３５Ｂ並びに３６Ａ及び３６Ｂを嵌合してなる突出部を適用
するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、筐体ケースに設けられ、
内部空間から回路基板の突出する部分を、内部空間と一体化して収納するための収納空間
が形成されたものであれば、この他種々の形状及び構成でなる内部空間拡張手段を広く適
用することができる。
【０１７３】
さらに上述の実施の形態においては、本発明による電子機器を図３について上述したディ
ジタル再生装置４に適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
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ディスク状記録媒体や、テープ状記録媒体を用いる記録及び又は再生装置、メモリーカー
ドが着脱自在に装填される記録及び又は再生装置、ラジオ、また、携帯端末等のように、
この他種々の電子機器に広く適用することができる。
【０１７４】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば、円筒形状の筐体ケースと、筐体ケースの表面の所定部分
に設けられた操作手段と、操作手段が操作されたときに当該操作手段と係合して操作信号
を出力するための信号出力素子が配置され、当該信号出力素子が操作手段と対向して当該
操作手段が操作されたときに係合するように、筐体ケース内に設けられた素子配置部材と
、信号出力素子から出力される操作信号に基づいて所定の制御を行う制御素子が配置され
、素子配置部材よりも筐体ケースの中心側に位置して素子配置部材が積層されるように筐
体ケース内に設けられた回路基板とを設けるようにしたことにより、筐体ケースの形状を
損なうことなく、回路基板を容易に収納することができ、かくして一段と小型化し得る電
子機器を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ディジタル音楽コンテンツの利用形態の説明に供するブロック図である。
【図２】ディジタル音楽コンテンツの再生制限の説明に供する略線図である。
【図３】本実施の形態によるディジタル再生装置の構成を示す略線的斜視図である。
【図４】ディジタル再生装置の周側面の構成を示す左側面図、正面図、右側面図及び背面
図である。
【図５】首掛け用のストラップが取り付けられたディジタル再生装置の説明に供する略線
図である。
【図６】首掛け用のストラップが用いられて首からぶら下げられたディジタル再生装置の
説明に供する略線図である。
【図７】ヘッドホンジャックへのプラグの差し込みの説明に供する略線的斜視図である。
【図８】胸ポケットに取り付けられたディジタル再生装置の説明に供する略線図である。
【図９】ディジタル再生装置の内部構成を示す略線的分解斜視図である。
【図１０】乾電池収納部の構成を示す略線的断面図である。
【図１１】シリアルラベルの構成を示す略線的斜視図及び略線的分解斜視図である。
【図１２】表示部保護部材の構成を示す略線的斜視図である。
【図１３】表示部の構成を示す略線的斜視図である。
【図１４】サブ回路基板の構成を示す略線図正面図及び略線的背面図である。
【図１５】メイン回路基板の構成を示す略線図正面図及び略線的背面図である。
【図１６】サブ回路基板及びメイン回路基板の接続の説明に供する略線的側面図及び略線
的上面図である。
【図１７】正面側ケースへの表示部保護部材の取り付けの説明に供する略線的斜視図であ
る。
【図１８】表示部の取り付けの説明に供する略線的斜視図である。
【図１９】筐体ケースへのメイン回路基板及びサブ回路基板の収納の説明に供する略線的
斜視図である。
【図２０】正面側ケースへの背面側ケースの取り付けの説明に供する略線的斜視図である
。
【図２１】正面側ケースへのサブ回路基板の収納の説明に供する略線的斜視図である。
【図２２】筐体ケースへのメイン回路基板の収納の説明に供する略線的側面図である。
【図２３】メイン回路基板への静電気の流れの説明に供する一部を断じた略線的断面図で
ある。
【図２４】表示部保護部材及びサブ回路基板の組み付けの説明に供する略線的側面図であ
る。
【図２５】表示部保護部材からサブ回路基板への静電気の流れの説明に供する一部を断じ
た略線的側面図である。
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【図２６】ディジタル再生装置の回路構成を示すブロック図である。
【図２７】ディジタル音楽コンテンツのデータ構造を示す略線図である。
【図２８】ヘッダのデータ構造（１）を示す略線図である。
【図２９】ヘッダのデータ構造（２）を示す略線図である。
【図３０】ＦＡＴが格納された場合の半導体フラッシュメモリのデータ構造の説明に供す
る略線図である。
【図３１】メイン回路基板の幅に応じて形成された筐体ケースの説明に供する略線的断面
図である。
【図３２】駆動用乾電池の外径に応じて形成された筐体ケースの説明に供する略線的断面
図である。
【符号の説明】
４……ディジタル再生装置、１０……筐体ケース、３５……正面側ケース、３５Ａ、３５
Ｂ、３６Ａ、３６Ｂ……リブ、３５ＡＸ、３５ＢＸ、３６ＡＸ、３６ＢＸ……嵌合部、３
６……背面側ケース、４３……メイン回路基板。

【図１】 【図２】
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